
独 立 行 政 法 人 電 子 航 法 研 究 所  平 成 23年度 計 画

独立行政法人電子航法研究所 (以下 「研究所」 とい う。)の 中期計画を実行

するため、独立行政法人通則法 (平成H年法律第 103号)第 31条に基づき、研

究所に係 る平成23年度の年度計画を以下のとお り策定する。

1.国民に対 して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

(1)社会的要請に応える研究開発の重′様的かつ戦略的な実施

航空機運航の安全性及び効率性の向上、航空交通量増大への対応、航空

利用者の利便性向上、環境負荷 (C02、 騒音)低減などの達成、及び中期

目標で示 された技術課題の解決に向けて、中期計画で設定 した以下の研究

開発分野に関する研究開発を重′様的かつ戦略的に実施する。

1)飛行中の運航高度化に関する研究開発 (航空路の容量拡大 )

本研究開発分野では、混雑する空域での航空交通容量拡大 と運航の効率

性向上及び消費燃料節減による環境保全への貢献などを目指 した研究課題

に取 り組む。

具体的には、平成23年度は以下の研究開発課題を実施する。

イ .

トラジェク トリモデルに関する研究 (平成21年度～24年度 )

(年度 目標 )

本研究は、将来の効率的な管制運用を実現する手法 として、航空機

の トラジェク トリ (軌道)計画を事前管理 し、精密な トラジェク トリ

予沢」を可能 とするためのモデルを開発するものである。平成23年度は、

時間管理のために トラジェク トリを変更するモデルを開発するととも

に、 トラジェク トリ管理を運用する手法を検討する。 これにより、 ト

ラジェク トリ管理の速度調整に関する航空交通シミュレーションが可

能 となる。

ATMパ フォーマンス評価手法の研究 (平成23年度～26年度 )

(年度 目標 )

本研究は、新たな管制運用方式の導入などATMの 改善による燃料消

費量削減等の効果の推定手法の確立を目的とするものである。推定手

法の確立により、燃料節減を実現できる各種の施策、運航方式、管制

方式について、事前に燃料消費面での効果、経路延伸や時間面などで

の影響を把握できる。平成23年度は、航空機の運航における燃料消費

モデルを検討する。 (モデルは推定において基盤的な役割を果たす。)

これにより航跡などに基づいた燃料消費量の概算的な予沢Jが行えるた

め、ATMの寄与度を効率的に推定する見通 しを得ることが可能 となる。

ア .



洋上経路システムの高度化の研究 (平成20年度～23年度 )

(年度 目標 )

本研究は、 日本が管理する太平洋上の空域において、安全かつ最 も

経済的な飛行経路の実現を図るため、飛行経路の管制シミュレーシ ョ

ンによる検証を行 うものである。平成23年度は、特に北太平洋空域に

おけるNOPAC経路の利用方法について、より柔軟な経路を飛行 した場

合の便益や課題 を検証する。 これにより、太平洋空域において、より

利用者の希望 (燃料削減や飛行時間短縮)に近い飛行が可能 とな り、

気象状況にもよるが 1飛行あた り1,000ポ ン ド以上や5分以上の削減が

期待できる。

ター ミナル空域の評価手法に関する研究 (平成20年度～23年度 )

(年度 目標 )

本研究は、今後見込まれる大幅な航空交通量増加に備え、交通の輻

挨するター ミナル空域及びその周辺空域を最適化するため、総合的な

評価手法を策定 しター ミナル空域設計用評価ツールを開発するもので

ある。平成23年度は、空域再編後の羽 田到着機の滞留時間を波J定 し、

運用方式変更に伴 う空域特性の変化を検証する。これ ら検証か ら空域

再編の効果及び航空交通流管理新運用方式 (CFDT機能)における滞留

時間 目標値を明らかにすることにより到着機処理における運航効率改

善が可能 となる。

2)空港付近の運航高度化に関する研究開発 (混雑空港の処理容量拡大 )

本研究開発分野では、混雑空港の容量拡大及び処理能力向上、空港面に

おける交通渋滞解消、定時性及び利便性向上などを目指 した研究課題に取

り組む。

具体的には、平成23年度は以下の研究開発課題を実施する。

ア.GNSS精密進入における安全性解析 とリスク管理技術の開発 (平成20年

度～23年度 )

(年度 目標 )

本研究は、衛星の沢J位信号を活用する航空機のGNSS(全世界的航法

衛星システム)精密進入の実現を図るため、GNSS航法の安全性解析手

法 とリスク低減アル ゴリズムを開発・改良することにより、これ らの

我が国に適 した リスク管理技術を確立するものである。平成23年度は、

電離層活動期における観測データに基づ くSBAS電離層補強アルゴリズ

ムの安全性評価、検証を行 う。また、空港に設置 したGBAS(地上型衛

星航法補強システム)安全性実証モデルの性能評価を行い、搭載アル

ゴリズムやパラメータの検証及び最適化を行 う。 これ らを踏まえ研究

の取 りまとめを行 う。 これにより、我が国において、GNSSに よる高カ

テゴリー運航の基礎 となるカテゴリーI(イ ンテグリティ12× 10~7)

ウ。



の性能を持つGNSSを使用 した安全な着陸誘導の達成が可能 となる。

イ.カ テゴリーⅢ着陸に対応 したGBAS(GAST D)の安全性設計および検証

技術の開発 (平成23年度～26年度 )

(年度 目標 )

本研究は、GAST Dの 日本へ導入する際に必要な電離圏脅威モデル検

証 と高度化を行 うとともに安全性設計および解析技術を確立すること

目的 として実施する。平成23年度はGAST D電離圏脅威モデルの精緻化

を実施するとともに、GAST Dの安全性設計に必要な地上実証モデルの

要求仕様を明確化 して開発に着手する。 これにより、我が国における

GAST Dに 対する電離圏によるインテグリティ・ リスクが明確になると

ともに、地上実証モデルのソフ トウェア設計が可能 となる。

ウ.空港面監視技術高度化の研究 (平成21年度～24年度 )

(年度 目標 )

本研究では、マルチラテ レーション監視技術の耐干渉性を強化 した

OCTPASS実 験装置 と、空港周辺空域を高性能で監視可能 とするWAM(広

域マルチラテ レーション)実験装置の開発を進めている。平成23年度

は、OCTPASSお よびVAM両実験装置 ともに評価試験を実施 して機能・性

能を確認するとともに、実験装置への機能付加 を行 う。 これにより、

両実験装置の位置精度等を把握することで、平行滑走路の独立運用等

の新 しい運航方式で要求される性能に対する課題が明らかになるとと

もに、更なる高い検出率等の達成が可能 となる。
工.ハイブ リッ ド監視技術の研究 (平成23年度～27年度 )

(年度 目標 )

本研究では、次世代監視システム (wAMやADS B等 )と 従来監視シス

テム (SSRモ ー ドS等)の長所を組合せることにより、より信頼性の高

い監視情報を提供する技術を開発する。また、両監視システムにおい

ては信号環境の劣化が問題 となってお り、これを改善する技術を開発

する① これにより、我が国における次世代システムの迅速かつスムー

ズな導入に貢献する。平成23年度は、監視情報の統合処理装置を開発

する。また、当所実験システムの改修を行い、次年度以降に予定 され

る統合機能評価実験のための準備をす る。これにより、次世代システ

ムの迅速な導入に必要 となる統合監視情報の収集および解析が可能 と

なる。

オ.監視システムの技術性能要件の研究 (平成22年度～25年度 )

(年度 目標 )

本研究は、次世代監視 システムの技術性能要件TPRS(Technical
Performance Requirements for Surveillance systems) を帝と立する

ことを目的とし、従来および将来の運用方式を想定 して監視性能の技

術基準をまとめるものである。平成23年度は、次世代監視方式の動向

等について調査を継続する。また、作成 した技術性能要件項 目案をも



とに、性能浪J定手法および性能予沢J評価手法について実験による検証

を準備する。これにより、これまで困難であつた監視情幸Rの信頼性に

関係する測定の うち、少なくとも3種類の性能パラメータの沢」定時間

短縮を目指す。

3)空地を結ぶ技術及び安全に関する研究開発 (安全で効率的な運航の実現 )

本研究開発分野では、安全かつ効率的な運航の実現、航空通信のボ トル

ネ ック解消及び航空用データリンクの導入、ヒューマンエラーの低減やシ

ステムの信頼性向上などを目指 した研究課題に取 り組む⑤

具体的には、平成23年度は以下の研究開発課題を実施する。

ア.将来の航空用高速データリンクに関する研究 (平成21年度～24年度 )

(年度 目標 )

本研究は、現行のVDLモー ド2よ りも高速高性能な地対空データリン

クシステムを選定する際に、我が国の電波環境においてどの程度の通

信特性が得 られるか評価 し、ICAO(国 際民間航空機関)の標準化作業

に反映 させるためのものである。平成23年度は、L―DACS(Lバ ン ドデ

ジタル航空通信システム)の基本的電波特性実験を行 うとともに、適

切な誤 り訂正機能等を選択評価 し実験装置に実装する。これにより、

L DACSの 通信品質指標の1つ である伝送誤 り率の評価が可能 となる。

イ.航空管制官の業務負荷状態計沢J手法の開発 (平成22年度～25年度 )

(年度 目標 )

本研究では、当所開発による発話音声分析技術を発展 させ、管制官

を始めとする航空機の運航に係 る者の心身の健全性を確保向上 させ、

航空交通システム全体の安全性の向上に資する事を目指 している。管

制官の業務内容の構造的な理解によるワークロー ドの分析 と共にヒュ

ーマンエラー低減技術 として、また各種業務負荷状態の軽重を評価 し、

適工作業量の策定に資する。平成23年度は、22年度に引き続き、診断

値の算出に係 る信頼性を向上 させ るために生理データの収集を含む基

礎研究 と、実用的な装置 としての発話音声分析装置の実現に要するハ

ー ドウェア/ソ フ トウェア機能の開発評価を行 う。音声データの較正

技術の確立により、異なるシステムにより収録 された音声データの相

互比較が可能 となり、運用評価基準の信頼性の向上が可能 となる。

ウ.携帯電子機器に紺する航空機上システムの耐電磁干渉性能に関する研

究 (平成21年度～24年度 )

(年度 目標 )

本研究は、ニーズが高 くなっている航空機内での電子機器の使用に

ついて、航空の安全を担保 しつつ、さまざまな電子機器を使用するた

めにZ、要 となる性能要件を明らかにす るものである。平成23年度は、

平成22年度までに明 らかに した起 こ りうる電磁干渉波 レベルに対 し



て、比較的電磁干渉に弱い搭載無線機器に発生する不具合の検証を行

う。 これにより、電磁干渉によって引き起こされる障害の定量的な評

価が可能 となる。将来的には、これ らは成果が航空機内で安全に電子

機器を使用するための技術指針 となる。

4)研究開発の実施過程における措置

平成23年度は、以下を実施する。

① 研究開発課題の選定にあたっては、航空行政、運航者等の航空関係者

のニーズを随時把握 し、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の

策定等に関係する重点研究課題を企画 。提案する。特に、航空行政が抱

える技術課題について連絡会などを通 じて関係者間で情報共有を図 り、

重点研究の今後の方向性を確認 しながら研究を立案する。なお、重点化

にあたっては他の研究開発機関が実施 している研究内容等を可能な限 り

把握 し、研究内容の重複を排除 る。
・② 研究計画の策定にあたっては、航空関係者 との間で随時、情報交換を

行い、研究開発の戦略についても検討 した上で、可能な限 り定量的な達

成 目標を設定する。また、重′様的に実施する研究開発 rHP題については航

空局へ報告す るとともに、出前講座等を活用 して航空会社等の意見も研

究計画に反映 させ る。

③ 各研究開発課題について、社会ニーズの状況変化や外部の有識者で構

成する評議員会及び研究所内の研究評価委員会による事前評価結果に基

づき、行政等の関係者 と十分調整の上、研究内容の見直 し、中止等、所

要の措置を講 じる。また、評議員会及び研究評価委員会による事後評価

結果については、成果のフォローアップに努めながら、行政等の関係者

と十分調整の上、その後の研究開発計画に連続 してつなげていく。

具体的には、以下の評議員会を実施 し評価結果を公表する。

・平成24年度に開始予定の重′煮的に実施する研究開発課題の事前評価

・平成23年度に終了予定の重ッ点的に実施する研究開発課題の事後評価

また内部評価 として、以下の研究評価委員会を実施する。

・平成24年度に開始予定の研究課題の事前評価
。平成23年度に終了予定の研究課題の事後評価

(2)基礎的な研究の実施による基盤技術の蓄積

研究員のポテンシャル及び専門性が向上することにより、行政等の技術

課題への適切な対応が容易 となるとともに、革新的な研究成果が生まれる

ことが期待できる。 このため、電子航法に関連する国際的な技術動向を踏

まえつつ、将来的な発展が期待 される技術に関する基礎的な研究、将来の

航空交通システムの基盤技術 として有望な先進的、革新的技術の応用に関

する研究、斬新な発想に基づ く萌芽的な研究等を実施することにより、研

究所 として長期的な視点か ら必要 となる基盤技術を蓄積 し、研究開発能力



の向上を図る。

平成23年度は、将来的な発展が期待 される技術に関する基礎的な研究や

将来の航空交通システムの基盤技術 として有望な先進的、革新的技術の応

用に関する研究 として、「空港面 トラジェク トリ予淑」手法開発」、「管制官

ワークロー ド分析」、「汎用高速通信技術の次世代航空通信への適用」等

の研究課題に関する基盤的研究を実施 し、今後、重点的に実施する研究開

発課題へ と繋げる。

また、斬新な発想に基づ く萌芽的な研究 として、確率的シミュレーショ

ンに関する研究等の基盤的研究を実施する。

(3)関係機関との連携強化

限 りある人的資源の中で、効果的 。効率的な研究開発を行 うとともに、

その質を高めて研究所のポテンシャル及びプレゼンス向上を図るため、国

内外の航空管制機関や、研究所の業務に関連する研究開発を実施 している

独立行政法人、大学、民間企業等 と積極的な連携を進め、研究所単独では

なし得ない優れた研究開発成果の創出とその活用拡大に努める。

平成23年度は以下を実施する。

・継続 して実施する共同研究に加 えて新たに5件以上の共同研究を開始す

る①

・関係機関との密接な連携 と交流を円滑に推進するため、研究者・技術者

との交流会等を6件以上実施する。

・研究所が専門としない分野の知見や技術を有する任期付研究員、客員研

究員を6名 以上活用する。
。若手研究者の育成などの分野で貢献するため、研修生や留学生の受入等

を積極的に行 う。

(4)国 際活動への参画

航空に係わる多 くの技術や運航方式等は、世界での共用性を考慮する必

要があることか ら、各国の航空関係 当局や研究機 関及び企業等 と積極的

に技術交流及び連携を進め、国際的な研究開発への貢献に努める。特に、

ICAO(国 際民間航空機関)、 RTCA(米 国航空無線技術協会 )、 EUROCAE(欧

州民間航空用装置製造業者機構)等の基準策定機関における活効での国際

貢献に努める。

また、アジア太平洋地域の関係機関との技術交流や共同研究等による連

携を強化 し、双方にとって有益な成果の創出を目指す。

平成23年度は以下を実施する。
。海外の研究機関等 との連携強化を図る。

・ ICAO、 RTCA、 EUROCAE等 の基準策定機関が主催する会議等に積極的に参

画 し、24件以上発表する。

・他国の提案については、我が国への影響及び適合性について技術的な検



討を行 うなど、必要な対応を行 う。

・アジア地域における中核機関を目指 して国際交流 。貢献を図るため、第

3回 国際ワークショップの開催に向けた準備 を進めるとともに、アジア

地域への技術セ ミナーを開催する。

(5)研究開発成果の普及及び活用促進

研究面の活動・成果について、研究所一般公開、研究発表会、研究所報

告や広報誌等の印刷物等様々な手段を活用 し、効率的かつ効果的に広報を

展開する。また、国際会議、学会、シンポジウム等に積極的に参加 しヽ、講

演、発表等を通 じて研究開発成果の普及、活用に努めるとともに、研究業

務を通 じて得 られた技術情報や研究開発の実施過程に関する様々な情報な

どを積極的に発信する。 さらに、研究所がこれまで技術開発 してきた成果

を社会に還元するため、講習の開催や技術マニュアルの作成等を通 じて、

行政当局や企業等への技術移転に積極的に取 り組む。

知的財産権による保護が必要な研究開発成果については、有用性、保有

の必要性等について十分検討 しつつ、必要な権利化を図る。また、登録 さ

れた権利の活用を図るため、研究成果に関心を寄せる企業等へ積極的に技

術紹介を行 うとともに、広報誌、パンフレッ ト、パテン ト展示等を活用 し

て積極的に広報 。普及を行 う。

平成23年度は以下を実施する。

・各研究開発課題について年 1回以上、学会や専門誌等において発表する。
・研究所一般公開、研究発表会及び講演会をそれぞれ 1回 開催する。
・企業及び航空関係者への公開講座 として、出前講座を継続企画 し開催す

る。

・16件程度の査読付論文の採択を目指す。
。英語ページの強化など、ホームページで提供する情報の内容を工夫、充

実 させる。
。これまで研究開発 してきた成果の技術移転が円滑に進むよう、行政等に

対 してフォローアップを行 う。

その他、研究所の活動及び成果の普及・活用促進に必要な広報活動を行 う。

2.業務運営の効率化に関する事項

(1)組織運営

航空交通管理領域、通信・航法 。監視領域及び機上等技術領域の3領域

の組織構成については、有益な研究成果を得 られるよう、必要に応 じて機

動性、柔軟性のある組織運営を行 う。理事長が戦略的にマネジメン トを実

施 しリーダーシップを発揮できるよう、内部統制のしくみを随時見直 し、

その充実・強化を図る①

平成23年度は、以下を実施する。

・行政が検討を進めている 「将来の航空交通システムに関する長期 ビジョ



ン」について、航空行政を技術的側面から支援する。
。組織運営に関する計画の実施状況 と目標達成状況について、年度計画線

表等を活用 した定期的な自己点検・評価を継続する。

・幹部会等を通 じて運営全般にわたる意思決定機構の充実を図るととも

に、研究企画統括会議等を通 じて研究員からのボ トムアップ機能を活性

化することにより、業務運営機能の強化を図る①
。内部監査については、持続可能な制度 として定着できているか評価検証

を行 うとともに、監査の結果明らかになった課題については改善に向け

て取 り組む。

・研究所の業務運営全般について、評議員会を活用 した外部有識者による

評価及び レビューを行 う。

(2)業務の効率化

① 効率的な業務運営が行えるよう、業務フローを適宜見直すことにより

業務の効率化を進めるとともに、管理会計の充実等により業務運営コス

トの縮減を図る。

平成23年度は、以下のとお り経費を抑制する。
。一般管理費 (人件費、公租公課等の所要額計上を必要 とする経費及び

特殊要因により増減す る経費を除 く。)については、中期 目標期間中

に見込まれる当該経費総額 (初年度の当該経費相当分に5を乗 じた額。)

を6%程度縮減す るため、平成23年度は 「省エネ」の徹底等により、

経費の抑制に努める。

・業務経費 (人件費、公租公課等の所要額計上を必要 とする経費及び特

殊要因により増減する経費を除 く。)については、中期 目標期間中に

見込まれる当該経費総額 (初年度の当該経費相当分に5を乗 じた額。)

を2%程度縮減するため、平成23年度は 「研究機材」調達方式の見直

し等により、経費の抑制に努める。

② 物品等の調達に関しては、一者応札是正に向けた取 り組みを含め、他

の独立行政法人の事例等をも参考に、透明性が高 く効果的な契約を行 う

ように努める。

③ 保有資産については、保有の必要性について引き続き見直 しを行 うと

ともに、見直 し結果を踏まえて、支障のない限 り、国への返納を行 う。

また、特許権については経費の支出に際 し、保有する目的を精査する。

3.予算 (人件費の見積 りを含む。)、 収支計画及び資金計画

(1)平成23年度における財務計画は次のとお りとする。

① 予算 別紙 の とお り

② 収支計画   別紙のとおり

③ 資金計画 別紙の とお り



(2)自 己収入の拡大

受託収入、競争的資金、特許権収入等、運営費交付金以外の外部資金を

獲得するための活動を積極的に推進する。

なお平成23年度においては、研究所の自己収入が過去最大 となった平成

19年度のような特別な政府受託が見込まれないことから、出前講座などを

通 じて企業等への研究成果の紹介や普及活動を積極的に行 うとともに、競

争的資金へも積極的に応募する。

具体的には、受託研究や外部資金受入型の共同研究及び競争的資金によ

る研究開発を20件以上実施する。

4.短期借入金の限度額

予見 し難い事故等の事由に限 り、資金不足 となる場合における短期借入金

の限度額は、300百万円とする。

5.不要財産又は不要財産 となることが見込まれる財産の処分に関する計画

特になし。

6.重要な財産を譲渡 し、又は担保に供する計画

特になし。

7.剰余金の使途

① 研究費

② 施設 。設備の整備

③ 国際交流事業の実施 (招聘、セ ミナー、国際会議等の開催 )

8。 その他主務省令に定める業務運営に関する事項

(1)施設及び設備に関する事項

平成23年度に以下の施設を整備す る。

施設 。設備の内訳 予定額

(百万円)

財 源

ア.4号 棟改修工事 99 一般会計

独立行政法人電子航法研究所

施設整備費補助金

(2)施設 。設備利用の効率化

業務の確実な遂行のため、研究所の施設 。設備について、性能維持・向

上等適切な措置を講 じるとともに、航空機使用ワーキンググループ、電波

無響室ワーキンググループ等を活用 し、その効率的な利用に努める。「平

成28年 (2011年 )東北地方太平洋沖地震」で被害を受けた岩沼分室及び実



験用航空機を含む実験施設については、今後の研究業務に支障が生じない

よう、適切な措置を講じる。

(3)人事に関する事項

① 業務処理を工夫するとともに、業務内容及び業務量に応じて適正に人

員を配置する。
「人材活用等に関する方針」を基本に、研究者の長期的な育成を目指

す。また、行政ニーズおよび社会ニーズを的確に把握し、これらに姑応

した研究を企画できる人材を育成するため、研究部門以外に研究員を配

置する。さらに、国際感覚を養 うとともに、海外研究機関との連携を強

化するため、国内外における研究機会の拡大に努める。

② 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含
め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、給与改定に当たつ

ては、引き続き、国家公務員に準拠した給与規程の改正を行い、その適

=化
に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。

③ 総人件費※瀾については、「、簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律」 (平成18年法律第47号)に基づく平成18年

度から5年間で5%以上を基本とする削減等の人件費に係る取り組みを平

成23年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総

人件費削減の取り組みを踏まえ、厳しく見直す。

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以下に該当する

者 (「総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者」という。)

に係る人件費については削減対象から除くこととする。
・競争的資金又は受託研究若 しくは共同研究のための民間からの外部資

金により雇用される任期付職員       ´

。回からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者
・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、若手研究者 (平

成17年度末において37歳以下の研究者をいう。)

※注)対象となる「人件費」の範囲は、常勤役員及び常勤職員に支給す

る報酬 (給与)、 賞与、その他の手当の合計額とし、退職手当、福

利厚生費 (法定福利費及び法定外福利費)、 今後の人事院勧告を踏
まえた給与改定分は除く。

(4)そ の他

国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在 り方の

検討については、今後の独立行政法人全体の見直しの議論等を通じ、適切

に姑応する。



別紙

[人 件費の見積り]

期間中総額551百 万円を支出ずる。

但し、上記の額は、総人件費改革において削減対象とされた人件

費から総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等

に係る人件費を除いた額である。なお、上記の額と総人件費改革

の取組の削減対象外となる任期付研究者等に係る人件費を合わ

せた額は、566百 万円である。(国 からの委託費、補助金、競争

的資金及び民間資金の獲得状況等により増減があり得る。)また、

上記の額は、役員報酬 (非常勤役員を除く。)並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員

給与に相当ずる範囲の費用である。

独立行政法人電子航法研究所 23年度計画

注)当法人における退職手当については、その全額について、

運営費交付金を財源とするものと想定している。

費用の部
経常費用
研究業務費
受託等業務費
一般管理費
減価償却費

財務費用
臨時損失

収益の部
運営費交付金収益
手数料収入
受託等収入
資産見返負債戻入
臨時利益

純利益
目的積立金取崩額
総利益

収入
運営費交付金
施設整備費補助金
受託等収入

計

支出
業務経費

うち研究経費
うち震災復興経費

施設整備費
受託等経費
一般管理費
人件費

計

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次期中期目標の期間への繰越金

資金収入

業務活動による収入
運営費交付金による収入
受託収入
その他の収入

投資活動による収入
施設整備費補助金による収入

財務活動による収入
繰越金

５

６

２

７

８

４

３

５

３

２

２

２


